
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

】

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

○

第

五

百

四

十

三

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

海

区

漁

業

調

整

委

員

の

開

催

会

岡

山

県

公

報

令和５年７月１４日 第１２５１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
七
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

苫
田
郡
鏡
野
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
鏡

「

野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

平
岡
小
鎌
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

二
二
〇
・
七

赤
磐
市
小
鎌
字
竹
信
一
八
八
七
番
一
地
先
を
経

一
四
・
七
～

て

六
七
・
二

新

赤
磐
市
小
鎌
字
天
納
二
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で

二
〇
三
・
〇

赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

五
・
七
～

赤
磐
市
小
鎌
字
天
納
一
九
〇
〇
番
地
先
ま
で

一
五
・
八

旧

二
〇
三
・
〇

赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

五
・
七
～

赤
磐
市
小
鎌
字
天
納
一
九
〇
〇
番
地
先
ま
で

一
五
・
八
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

供

用

開

始

道
路
の

年

月

日

種

類

路

線

名

区

間

県
道

平
岡
小
鎌
線

赤
磐
市
石
上
字
向
田
一
五
七
七
番
一
地
先
か
ら

令
和
五
年
七

赤
磐
市
小
鎌
字
竹
信
一
八
八
七
番
一
地
先
を
経
て

月
十
四
日

赤
磐
市
小
鎌
字
天
納
二
一
〇
四
番
一
地
先
ま
で
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〔
三
五
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

美
作
市
川
上
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
、
四

級
基
準
点
測
量
及
び
現
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日
か

ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
三
五
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
大
戸

下
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
路
線
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
七
月
十
日
か
ら
同
年

八
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
三
五
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
高
梁
川
・
小
田
川
緊
急
治
水
対
策

河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

倉
敷
市
酒
津
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
七
月
三
日
か
ら
令
和

六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
三
六
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
和
田
久
保
一
二
七
六
―
三
の
一
部
、
一
二
七
六
―
五
、
一
二
七
八
―
一
、
一

二
七
八
―
二
の
一
部
、
一
二
七
八
―
三
、
一
二
七
九
の
一
部
、
一
二
八
〇
―
一
、
一
二
八
〇
―
二
の

一
部
、
一
二
八
一
―
一
、
一
二
八
三
―
二
の
一
部
、
字
井
戸
一
二
八
七
―
二
一
、
一
二
八
七
―
二
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
二
〇
一 

勝
央
町
長 

水
嶋 

淳
治 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
四
三
号 
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〔
三
六
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
総
社
字
国
府
一
七
四
九
―
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
西
崎
一
丁
目
四
―
一
一 

Ｓ
ｕ
ｎ
Ｃ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
西
崎
七
〇
二 

前
田 

明
範 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
四
二
号 
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〔
三
六
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
山
本
三
二
〇
―
一
二
、
三
二
〇
―
一
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
本
町
三
―
一
プ
ル
ミ
エ
Ａ
三
〇
三 

田
中 

大
輔 

田
中 

 

舞 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
六
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
七
五
号 
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〔
三
六
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
七
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
和
田
久
保
一
二
七
六
―
三
の
一
部
、
一
二
七
六
―
五
、
一
二
七
八
―
一
、
一

二
七
八
―
二
の
一
部
、
一
二
七
八
―
三
、
一
二
七
九
の
一
部
、
一
二
八
〇
―
一
、
一
二
八
〇
―
二
の

一
部
、
一
二
八
一
―
一
、
一
二
八
三
―
二
の
一
部
、
字
井
戸
一
二
八
七
―
二
一
、
一
二
八
七
―
二
二 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
二
〇
一 

勝
央
町
長 

水
嶋 

淳
治 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
四
三
号 
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
八
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
四
十
三
回
岡
山
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
五
年
七
月
十
四
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
五
年
八
月
四
日
（
金
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

海
面
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

知
事
許
可
漁
業
の
制
限
措
置
等
の
設
定
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

漁
業
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て
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